
富山地方裁判所民事部・刑事部

合　計　額 備　　　　　　　考

５００ 円 × ８ 枚
１００ 円 × １０ 枚

８４ 円 × ５ 枚
５０ 円 × ５ 枚
２０ 円 × １０ 枚
１０ 円 × １０ 枚

２ 円 × １０ 枚
１ 円 × １０ 枚

５００ 円 × ９ 枚
１００ 円 × ５ 枚

８４ 円 × １０ 枚
５０ 円 × ６ 枚
２０ 円 × １０ 枚
１０ 円 × １４ 枚

２ 円 × １０ 枚

５００ 円 × ４ 枚
１００ 円 × ２ 枚

８４ 円 × ５ 枚
５０ 円 × ２ 枚
２０ 円 × １０ 枚
１０ 円 × １６ 枚

２ 円 × １０ 枚

５００ 円 × ４ 枚
２１０ 円 × １０ 枚
１００ 円 × ８ 枚

８４ 円 × ６ 枚
２０ 円 × ６ 枚
１０ 円 × １２ 枚

５ 円 × ８ 枚
１ 円 × １６ 枚

８４ 円 × ５ 枚
１０ 円 × ５ 枚

５００ 円 × ４ 枚
１００ 円 × １０ 枚

８４ 円 × ５ 枚
５０ 円 × ５ 枚
２０ 円 × １０ 枚
１０ 円 × １０ 枚

２ 円 × １０ 枚
１ 円 × １０ 枚

５００ 円 × ２ 枚
１００ 円 × １ 枚

８４ 円 × １ 枚
１０ 円 × １ 枚

５００ 円 × ６ 枚
１００ 円 × ２ 枚

８４ 円 × ２ 枚
５０ 円 × ２ 枚
１０ 円 × ８ 枚

２ 円 × ４ 枚
５００ 円 × ７ 枚
１００ 円 × ６ 枚

８４ 円 × ０ 枚
５０ 円 × ２ 枚
１０ 円 × １ 枚

２ 円 × ６ 枚
５００ 円 × ５ 枚
１００ 円 × ８ 枚

８４ 円 × ８ 枚
５０ 円 × ５ 枚
２０ 円 × １０ 枚
１０ 円 × １０ 枚

５ 円 × ２ 枚
２ 円 × １０ 枚
１ 円 × ２ 枚

５００ 円 × ４ 枚
１００ 円 × ３ 枚

８４ 円 × ２ 枚
５０ 円 × ０ 枚
１０ 円 × ７ 枚

５ 円 × ０ 枚
５００ 円 × ６ 枚
１００ 円 × ３ 枚

８４ 円 × ８ 枚
１０ 円 × ８ 枚

５００ 円 × ２ 枚
１００ 円 × １ 枚

８４ 円 × ２ 枚
１０ 円 × １ 枚

当事者が1人増すごとに８４円×１枚、１０円×１枚（計９４円）を追
加する。

当事者が１名増すごとに１,２０４円（内訳５００円２枚、１００円１
枚、８４円１枚、１０円２枚）を加える。

６,５００円

３,１００円

当事者が１名増すごとに２,３８８円（内訳５００円４枚、１００円２
枚、８４円２枚、１０円２枚）を加える（ただし、原告が複数であって
も、共通の代理人がいる場合は、加える必要はありません。）。

当事者が１名増すごとに２,５００円（内訳５００円４枚、８４円２枚、
５０円５枚、１０円７枚、２円６枚）を加える（ただし、控訴人が複数
であっても、共通の代理人がいる場合は、加える必要はありませ
ん。）。

当事者が１名増すごとに２,５００円（内訳５００円４枚、８４円２枚、
５０円５枚、１０円７枚、２円６枚）を加える（ただし、抗告人が複数
であっても、共通の代理人がいる場合は、加える必要はありませ
ん。）。

当事者が１名増すごとに２,３００円（内訳５００円２枚、２１０円２
枚、１００円５枚、８４円４枚、１０円３枚、５円１枚、１円９枚）を加え
る（ただし、上告人が複数であっても、共通の代理人がいる場合
は、加える必要はありません。）。

当事者が１名増すごとに２,０００円ずつ加算（ただし、控訴人が複数で
あっても、共通の代理人がいる場合は、加算する必要はありません。）

当事者が１名増すごとに２,０００円ずつ加算（ただし、抗告人が複数で
あっても、共通の代理人がいる場合は、加算する必要はありません。）

当事者が１名増すごとに２,３００円ずつ加算（ただし、上告人が複数で
あっても、共通の代理人がいる場合は、加算する必要はありません。）

各種申立書等添付郵便切手一覧表（令和５年１０月１日改訂）

添 付 郵 便 切 手

６,０００円
民事

申 立 書 の 種 類

訴　　　状

※富山地方裁判所では、民事送達費用を下表のとおり郵便切手で納めていただく代わりに、現金でも納付することができます。詳しく
は窓口でお尋ねください。

※申立ての内容によって、郵便切手の追納が必要となる場合がありますので、ご了承ください。

現金納付の場合 ６,０００円
当事者が１名増すごとに２,０００円ずつ加算（ただし、原告が複数であっ
ても、共通の代理人がいる場合は、加算する必要はありません。）

民事

民事 上　告　状

５,７００円

控　訴　状

抗　告　状
（執行抗告、保全抗告を含む）
附帯控訴事件

現金納付の場合 ６,０００円

現金納付の場合 ３,０００円

現金納付の場合 ５,７００円

民事 ４７０円調停申立書

４,０００円

民事

民事 １,１９４円
１,１９４円×相手方数
※重量２５グラムを超えるものは１０円を追加する。

民事 労働審判申立書

手形異議及び保全異議・取消申
立書

現金納付の場合 ３,５００円 当事者が１名増すごとに１,０００円ずつ加算

民事

３,５５６円

・債権者に交付送達できる場合は、１,１９４円×１組を減らす。
・債権者について請書を提出する場合は、１,１９４円×１組を減ら
し、８４円×１組を追加する。
・物件数等により、郵便切手の追納が必要となる可能性がある。

４,２２２円

・債権者に交付送達できる場合は、１,２０４円×１組を減らす。
・債権者について請書を提出する場合は、１,２０４円×１組を減ら
し、９４円×１組を追加する。
・本人申立ての場合は、８４円１枚を追加する。
・第三債務者が１名増すごとに、５００円×３枚、１００円×２枚、５
０円×２枚、１０円×１枚、１円×４枚（計１,８１４円）を追加する。

４,５５４円

当事者が１名増すごとに２,８９６円（内訳５００円４枚、１００円４
枚、８４円４枚、５０円２枚、２０円２枚、５円２枚、２円５枚）を加え
る（ただし、債権者が複数であっても、共通の代理人がいる場合
は、加える必要はありません。）。

保全命令申立書

不動産が対象
の場合

債権が対象の
場合

要審尋事件の
場合

刑事 １,２７８円

民事 ２,５３８円

刑事 ４,０５２円

配偶者暴力等保護命令申立書

刑事損害賠償命令申立書

刑事損害賠償命令に対する異
議申立書


